
Ⅰ．四国厚生支局への施設基準登録 
〇厚生支局への施設基準の届出を行っている旨の掲示 
当院は各診療報酬点数項目基準に基づき以下の点数項目について地方厚生局への届け出を行っています。 
〇基本診療料関係 
 機能強化加算 
 外来感染対策向上加算 
 医療DX推進体制整備加算 
 時間外対応加算（３） 
 地域包括診療加算（１） 
〇特掲診療料関係 
 小児かかりつけ診療料 
 ニコチン依存症管理料 
 がん治療連携指導料 
 こころの連携指導料（Ⅰ） 
 外来後発医薬品使用体制加算（２） 
その他 
 酸素単価の報告（第 12832号） 
 
 
Ⅱ．各点数項目における掲載内容について  
明細書発行体制等加算関係 
〇個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行について 
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個
別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。また、公費負担医療の受
給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行することといたしました。なお、明細書
には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、
ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方
は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 
  
医療情報取得加算及び医療 DX推進体制整備加算関係 
〇オンライン資格確認システムを活用した各種医療情報の活用について 
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その
他必要な診療情報を取得・活用して、より適切な医療を提供できるよう取り組んでいる医療機関です。具
体的には以下の通りです。 
オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、診療を実施しています。 
マイナ保険証を促進する等、医療DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 
 
生活習慣病管理料関係 
〇当院における「かかりつけ医機能及び生活習慣病に関する診療」について 
当院は患者さまの状態に応じ、28 日以上の長期の処方、またはリフィル処方せんの発行などの対応を行っ
ております。 



※患者さまの状態を鑑み、実施することができない場合もございますのであらかじめご了承ください。 
  
一般名処方加算関係 
〇処方せんにおける「一般名処方」について 
現在、一部の医薬品の供給が不安定であり、また、令和 6年 10 月より、後発品のある先発品を患者さま
のご希望を踏まえ処方した場合には、新たな患者負担が発生する制度が導入されています（医療上の必要
性がある場合等は除く）。 
当院では、薬局で患者さまへスムーズに医薬品が提供されるよう患者さまの診療内容に基づきながら、国
の推進する「一般名処方」を実施しております。 
一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方せんに記載することであり、有効成分が同一であれば、
薬局さまにて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。なお、医薬品によっては一般名処方ができない
場合もありますこと、あらかじめご了承ください。ご不明な点等がございましたら、当院受付までご相談
ください。 
  
長期収載品処方における選定療養制度関係 
〇長期収載品の処方における「選定療養」制度について 
令和 6年 10月より、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、診療上医師の認める理由のない
ものの先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただくこととなりました（長期収載
品の処方における選定療養制度）。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。 
  
保険外負担・その他事項 
〇保険外負担の掲載について 
当院では診断書等の文書交付については、内容に応じて下記の範囲で費用をご負担いただいております。 
診断書等の各種文書料 
（内容・様式によって価格が増減いたします。） 
※詳しくは当院受付までお問い合わせください。 院長 
 


